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Ｎ ｏ． １審 議 経 過

第1回 川西市 障害 者施 策推 進協 議会 議事録 （要 旨）

日時 ：平 成２ ０年 ３月 ２５日 午後 ２時 ～３ 時５０ 分

場所 ：川 西市 役所 ７階 大会議 室

出席 者： 16名 （欠 席者： ２名 ）

学 識経 験者

菅原 委員 （津 田委員 、小 畑委 員は 欠席 ）

社 会福 祉団 体の 代表

磯委 員、 松坂 委員、 鈴木 委員 、西 村委 員

市 議会 議員

北上 委員 、津 田委員

市 長が 必要 と認 めた者

竹本 委員 、今 村委員 、森 脇委 員、 細川 (日 )委員 、林委 員、 細川 (益 )委員

障 害者 福祉 に関 する事 業に 従事 して いる 者

中谷 委員 、西 垣委員

［次 第］

１ 開 会

２ 委嘱状 の交 付

３ 市長挨 拶

４ 委員紹 介及 び事 務局 紹介

５ 会長、 副会 長の 選出

６ 会長挨 拶

７ 諮問

８ 障害福 祉計 画の 進捗 状況

９ 次期障 害者 福祉 計画 の策 定

10 「障害 者」 の表 記

11 障害者 自立 支援 協議 会

12 その他

議 事

１ 開会

開 会の 挨拶

２ 委嘱 状の 交付

市 長よ り各 委員へ 委嘱 状の 交付

３ 市長 挨拶

皆 さん 、こ んにち は。 市長 の大 塩で ござ いま す。

本 日は お忙 しいな か、 第１ 回川 西市 障害 者施 策推進 協議 会に お集 まりい た

だき まし て、 誠にあ りが とう ござ いま す。

平 素よ り、 皆様方 にお かれ まし ては 、本 市の 福祉行 政に 格別 のご 理解と ご

協力 を賜 って おりま すこ と、 また この 度は 、協 議会委 員を お願 いし ました と

ころ 、快 くお 引き受 けく ださ いま して 、深 く感 謝を申 しあ げま す。



Ｎ ｏ． ２審 議 経 過

ビさて 、障 害 者 自立 支 援 法の 施 行に 伴 い、 平 成１ ８ 年４ 月 か らサ ー

ス 利用 料 が原 則 １割 負 担に 、 ま た、 １ ０月 に は、 福 祉サ ー ビ スの 体 系

が 新 しい 体 系 へと 移 行し ま した 。

しか し 、 多く の 利用 者 の負 担 額が 増 え たこ と から 、 新 たな 負 担軽

減 が行 われ る ほ か、 平 成 ２１ 年 度に は 制度 の 抜本 的 見直 し が 行わ れ

る 予定 であ る な ど、 障 害 者福 祉 の施 策 は、 大 きく 変 わっ て き てお り

ま す。

こう した 中 で 、昨 年 度 に川 西 市障 害 者福 祉 計画 の 改訂 と 第 １期 川

西 市障 害福 祉 計 画の 策 定 を委 員 の皆 様 の熱 心 なご 議 論の も と 行わ せ

て いた だき 、 現 在、 そ の 実践 に 向け て 取り 組 んで い る次 第 で ござ い

ま す。

今回 、当 協 議 会に 諮 問 させ て いた だ きま す 川西 市 障害 者 福 祉計 画

川西 市障 害福祉 計画 の策 定に つき まし ては、 平成 ２１ 年度の 改訂 と第 ２ 期

の国の 抜本 的な 制度 の見 直し の内容 を踏 まえ たう えで 、本 市の 実情に あわ

せた数 値目 標を 設定 した 実践 的な計 画と して 参り たい と考 えて います 。

限られ た期 間で の策 定作 業で はござ いま すが 、貴 重な ご意 見、 ご提言 を賜

りたい と考 えて おり ます 。

委員 の皆 様方 には 、数 々の ご負担 をお かけ いた しま すが 、計 画の策 定に

格別の ご協 力を お願 いし まし て、ご 挨拶 とさ せて いた だき ます 。

４ 委員 紹介 及び 事務局 紹介

各 委員 紹介

欠 席委 員の 紹介

事 務局 紹介

５ 会長 、副 会長 の選出

協 議会 規則 第５条 第１ 項、 第２ 項の 規定 によ り、委 員の 互選 によ り、会 長

には 、川 西市 社会福 祉協 議会 会長 の菅 原委 員さ ん、副 会長 には 、川 西養護 学

校校 長の 小畑 委員さ んが 選任 され た。

６ 会長 挨拶

菅 原で ござ います 。

障 害者 自立 支援法 が施 行さ れ、 約２ 年が 経過 しよう とし てお りま す。こ の

法律 は、 障害 者が住 み慣 れた 地域 で自 立し た日 常生活 や社 会生 活を 営んで い

ただ くこ とを 目指し た法 律で あり 、そ の実 現に 向けて 、昨 年度 に障 害者福 祉

計画 の改 訂と 第 1期障 害福 祉計 画を当 時の 阿部 会長 をは じめ 、こ こにい らっ

しゃ る多 くの 委員さ んの 活発 なご 議論 のも と、 策定さ れた とお 伺い してお り

ます 。今 回は 、来年 度に かけ て、 第２ 期障 害福 祉計画 と新 たな 障害 者福祉 計

画を 策定 する ことと なっ てお り、 この 計画 の策 定に携 わり ます こと に、私 自

身重 い責 任を 感じて おり ます 。

障 害福 祉の 分野に ご造 詣の 深い 委員 の皆 様方 から、 忌憚 のな いご 意見や ご

提言 をい ただ き、実 りの ある 協議 にし てい きた いと思 いま す。

皆 様方 のご 協力を お願 い申 し上 げ、 就任 のご 挨拶と させ てい ただ きます 。

７ 諮問

大 塩市 長よ り菅原 会長 に、 川西 市障 害者 福祉 計画の 改訂 及び 第２ 期川西 市

障害 福祉 計画 の策定 に係 る諮 問を 行う 。



Ｎ ｏ． ３審 議 経 過

会 長： ここ から は、私 の方 で進 めさ せて いた だき ます。 会議 次第 ８ 障害福 祉

計 画の 進捗 状況に 入り ます 。事 務局 から 説明 をお願 いし ます 。

８ 障害 福祉 計画 の進捗 状況

配 布資 料 第１期 川西 市障 害福 祉計 画の 進捗 状況（ 平成 18年 度実 績・平 成

19年 度実 績見 込）に 基づ き、 概要 を説 明

（質 疑応 答： 要点 筆記）

委員 ：今 の説 明は、 数字 の羅 列で あり 、具 体的 なイメ ージ がわ かな い。

事務 局： サー ビスを 利用 され てい る人 の数 は、 確実に 増加 して いる 。現在 も

障 害者 がサ ービス を利 用し たい と思 われ た時 には、 ご利 用い ただ ける体 制

と なっ てい る。ま た、 障害 者が サー ビス を受 けられ た時 に負 担さ れる金 額

も 、平 成 20年７月 には 負担 上限 額が 引下 げら れるの で、 もっ と利 用者が 増

え てく ると 考えて いる 。市 は、 サー ビス 提供 量を増 やし てい く努 力をし て

い きた い。

委員 ：一 部の 作業所 で水 増し 請求 があ った と新 聞報道 され てい たが 、その 作

業 所は 、事 業者数 から 減ら して いる のか 。

事務 局： 不適 正な補 助金 受給 があ った のは 、宿 泊訓練 ホー ムの 部分 であり 、

Ｂ 型事 業所 や移動 支援 事業 では なか った 。現 在も宿 泊訓 練ホ ーム は、旧 来

通 り実 施さ れてい るが 、補 助金 は平 成 19年度 から辞 退さ れて いる 。Ｂ型 事

業 所や 移動 支援事 業を 含め 、こ の事 業所 のサ ービス が減 少し たわ けでは な

い 。

委員 ：精 神障 害者の 地域 生活 への 移行 者数 が、 平成 18年度 でゼ ロと なって い

る が、 人口 比率か ら計 算し た数 値か ら出 され たもの と思 うが 、実 体的に は

ど うで しょ うか。

事務 局： 社会 的な要 因で 入院 を継 続し てい た方 が、退 院さ れた 人数 がゼロ と

い うこ とで す。兵 庫県 、精 神科 病院 と協 力し 、退院 をす すめ る事 業を展 開

す べき だが 、県及 び病 院の 体制 、市 の受 け皿 が十分 には 整っ てな い状況 か

ら 、 18年度 19年度 はゼ ロと 計上 して いる 。今 後、目 標値 達成 に向 け、体 制

を 整え 努力 してい きた い。

菅原 議長 ：他 にない よう でし たら 、会 議次 第９ 次期 障害 者福 祉計 画の策 定

に つい てに 入りま す。 事務 局か ら説 明を お願 いしま す。

９ 次期 障害 者福 祉計画 の策 定

配 布資 料 次 期障 害者 福祉 計画 の策 定に ついて に基 づき 、概 要を説 明

（質 疑応 答： 要点 筆記）

委員 ：今 回は 、委員 の委 嘱が あっ たの で困 難と 思うが 、次 回か らは 、事前 に

資 料を いた だき、 検討 する 期間 を作 って いた だきた い。

また 、多 くの障 害者 の生 の声 を聞 いて いた だきた い。 視力 障害 者、聴 力

障 害者 、肢 体不自 由な どい ろい ろな 障害 があ り、行 政に 要望 する ことも 異

な って くる 。それ らの 方々 の声 を十 分く み上 げて答 申を 作り 上げ ていく 必

要 があ る。

委員 ：事 務局 で用意 され た計 画案 を一 部修 正す るので はな く、 委員 や自立 支

援 協議 会の メンバ ーが 新た に計 画案 を策 定し ていく 方式 にし てい ただき た

い 。

委員 ：当 事者 の声を 聞い てい ただ きた いと いう 提案に 賛成 する 。

また 、本 日報告 のあ った 18年 度 19年度 の目 標値・ 見込 値と 実際 の数が 、

大 きく ひら いてい るも のが ある 。そ の原 因・ 分析・ 状況 を次 回報 告して ほ

し い。



Ｎ ｏ． ４審 議 経 過

また 、川 西市の 他の 計画 や施 策と の関 連の なかで 、こ の計 画の 位置づ け

に つい て。 例えば 、 20年度 、コ ミュ ニテ ィバ スの運 行を 検討 する 地域交 通

協 議会 が立 ち上が るが 、そ れと 障害 福祉 計画 のバリ アフ リー 。交 通弱者 、

障 害者 のバ リアフ リー とは 大き く関 わり があ ると思 うが 、そ の関 連性・ 整

合 性を 次回 示して ほし い。

事務 局： 当事 者の声 を聞 いて ほし いと いう こと につい ては 、そ のよ うにし た

い と考 えて いる。 具体 的方 策は 、委 員と 相談 して決 めて いき たい 。分析 に

つ いて です が、障 害福 祉計 画策 定時 には 、過 去のサ ービ スの 伸び を参考 に

数 値目 標を 設定し てい る。 その ため 、支 援費 制度が 導入 され た時 に大き く

伸 びて いた サービ ス、 例え ばホ ーム ヘル プサ ービス は大 きな 伸び を見込 ん

で いた が、 １割負 担が 導入 され たこ とに より 、伸び は鈍 化し てい る。ま た

施 設は 23年 度末ま でに 新体 系へ 移行 する こと になる が、 各年 度で の移行 の

見 込数 を数 値目標 に含 めて いる 。し かし 、見 込んで いた より も移 行が進 ん

で いな い状 況にあ る。 大ま かに は、 分析 はこ のよう なこ とで ある が、次 回

ま でに 可能 な範囲 で分 析し たい 。他 の計 画と の関係 です 。障 害者 福祉計 画

・ 障害 福祉 計画は 分野 別の 個別 計画 です 。そ の上位 計画 は、 総合 計画で 、

そ の基 本構 想に基 づい て障 害者 福祉 計画 は策 定して いく こと にな る。ま た

バ リア フリ ー計画 など 他の 計画 との 整合 性に ついて は、 庁内 にお ける計 画

策 定体 制を 整備し 、そ のな かで 整合 を図 って いきた い。 また 、国 が定め る

障 害福 祉計 画の指 針や 県の 障害 プラ ンと 整合 を図っ てい く必 要が ある。

会長 ：他 にな いよう でし たら 、会 議次 第 10 障 害者の 表記 につ いて に入り ま

す 。事 務局 から説 明を お願 いし ます 。

10 「障 害者 」の 表記

配 布資 料 障 害者 の表 記に つい てに 基づ き、概 要を 説明

（質 疑応 答： 要点 筆記）

委員 ：「 障害 」とい う表 現に こだ わり を持 って いる。 しか し、 多く の方が わ

か る言 葉と しては 、障 害と いう 言葉 がメ ジャ ーであ るの も事 実で す。そ の

た め、 教育 の現場 では 、仕 方な く使 うと いう 意味を 込め 、カ ギカ ッコを し

て 使っ てき た。カ ギカ ッコ のな かで 自分 は、 こうい う意 味で 使っ ている と

意 思表 示し ながら 使っ てき た。 「障 害」 とい う文字 を変 えて いこ うとい う

川 西の 姿勢 には協 力し てい きた い。 大学 では 、多く はひ らが なが 使われ て

い る。 「害 」はひ らが なの 「が い」 が良 いと 思う。

委員 ：今 は、 聴覚障 害者 と言 って いま すが 、以 前は「 聾唖 (ろう あ )」とい う

漢 字で した 。反対 意見 があ り、 ひら がな で「 ろうあ 」と いう 表記 になり ま

し た。 ひら がなの 「が い」 が良 いと 思う 。

委員 ：私 も変 更して いく 方向 で検 討し てい けば 良いと 思う 。昔 、知 的障害 も

精 神薄 弱と 言って いた 。認 知症 も痴 呆と 言っ ていた 。こ れら も改 善され て

き た。 特に 「害」 の字 は、 マイ ナス イメ ージ を持っ てい るの で、 より適 切

な 表記 の仕 方に改 める のが 良い と思 う。

委員 ：障 害と いう言 葉に 敏感 に反 応す る時 期が あった 。若 いお 母さ ん方の た

め にも 、柔 らかい 言葉 にす るべ きと 思う 。

委員 ：身 体障 害者福 祉協 会は 、漢 字の 「害 」を 使って いる が、 市の 方から 、

ど のよ うに 考えて おら れる かと 問い 合わ せが あった 。自 分と して は、施 策

の 方が 大事 で名前 にこ だわ る必 要は ない と考 えてい たが 、今 回の 話を受 け

協 会内 で協 議して みた いと 思う 。そ れか ら意 見を述 べた いと 思う 。

委員 ：パ ラリ ンピッ クと いう スポ ーツ 界で の言 葉もあ る。 「パ ラリ ン」と い

う 言い 方も あるの で「 障害 」と いう 言葉 にこ だわら なく て良 いと 思う。
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「 障害 」で はなく 、も っと 別の 表現 の方 が良 いと思 う。

事務 局： 法律 的には 、漢 字で 表現 され てい るが 、「害 」と いう 漢字 の意味 が

良 くな いと いうこ とか ら、 ひら がな にな りつ つある と我 々も 思っ ている 。

本 協議 会で 、一番 良い 表記 方法 をご 協議 いた だき決 定し てい きた い。ま た

そ の表 記を どこま で使 って いく のか 。法 律上 は漢字 であ るた め、 その部 分

は 変え られ ないが 、ど こま で変 てい くの かを ご協議 いた だき たい 。今日 は

第 １回 目の ため、 結論 は出 して いた だく 必要 はない 。出 身母 体で ご協議 い

た だき 、障 害者が 一番 望ま れる 形に 変更 して いきた い。

会長 ：他 にな いよう でし たら 、会 議次 第 11 害 者自立 支援 協議 会に ついて に

入 りま す。 事務局 から 説明 をお 願い しま す。

11 障害 者自 立支 援協議 会

配 布資 料 障 害者 自立 支援 協議 会に つい てに基 づき 、概 要を 説明

（質 疑応 答： 要点 筆記）

委員 ：障 害者 自立支 援協 議会 の任 期は いつ まで か。常 設か 。

事務 局： 障害 者施策 推進 協議 会が 障害 者自 立支 援協議 会の 幹事 会を 兼ねて お

り 、任 期は 、平成 20年 度末 まで とな って いる 。障害 者施 策推 進協 議会は 、

常 設の 協議 会では ない 。現 段階 では はっ きり 言えな いが 、障 害者 自立支 援

協 議会 の役 割であ る障 害福 祉計 画の 数値 目標 のフォ ロー アッ プを 行って い

く ため 、常 設化を 検討 して いく 。部 会は 、コ アにな るメ ンバ ーは 固定す る

が 、そ の時 々の検 討テ ーマ によ り、 集ま るメ ンバー を変 えて いき たい。 ま

た 、部 会の メンバ ーに は、 幹事 会か らも 入っ ていた だく 予定 であ る。

委員 ：猪 名川 町では 、ど のよ うな 部会 が作 られ ている か。 ライ フス テージ に

合 わせ た部 会をつ くら れて はど うか 。

事務 局： 猪名 川町で は、 教育 支援 部会 、生 活支 援部会 、権 利擁 護部 会、就 労

支 援部 会の ４部会 で構 成さ れて いる 。権 利擁 護部会 は、 設置 を予 定して い

な いが 、全 体的に は川 西と 似通 った 部会 であ る。ま た、 各年 齢、 ライフ ス

テ ージ 毎に 分けて いけ ばと いう 提案 であ るが 、発達 障害 を含 めた ４障害 は

そ れぞ れ特 色があ り、 重要 な要 素で はあ るが ライフ ステ ージ に分 けただ け

で は、 議論 が進ま ない ので はな いか と思 う。 論点が 明確 にな る方 が良い と

考 え、 今、 川西で 検討 を進 めて いく 必要 のあ る３分 野を 特定 した もので あ

る 。３ 部会 で固定 する ので はな く、 幹事 会で 必要と 判断 され れば 新規の 部

会 の設 置を 検討し 、不 要と 判断 され れば 廃止 してい きた い。

会長 ：他 に質 問がな いよ うで すの で、 障害 者自 立支援 協議 会は 、設 置する こ

と に決 して 異議あ りま せん か。

（ 異議 なし の声 ）

会長 ：障 害者 自立支 援協 議会 は、 設置 する こと に決し まし た。

12 その 他

事務 局： 川西 市障害 者施 策推 進協 議会 公開 制度 運用要 綱第 ６条 に会 議の傍 聴

が 規定 され ており 、会 議は 原則 とし て公 開し 、傍聴 を認 める こと となっ て

い る。 また 、第７ 条に は、 会議 の公 開が 規定 されて おり 、会 議録 は会議 の

開 催日 以降 、１箇 月以 内に 協議 会等 の承 認を 得て、 市政 情報 コー ナーに お

い て公 開す ること とな って いる 。こ の規 定に 基づき 、会 議の 傍聴 及び会 議

録 の公 開を 実施し てい きた いの で、 ご了 承い ただき たい 。

次回 、第 ２回障 害者 施策 推進 協議 会の 開催 予定は ５月 頃を 予定 として い

る 。事 前に 開催案 内と 資料 をお 届け しま す。

13 閉会

会長 ：本 日予 定して いま した 議事 は、 すべ て終 了しま した 。



Ｎ ｏ． ６審 議 経 過

それ では 、これ をも ちま して 第 1回川 西市 障害 者施 策推 進協 議会を 終了

し ます 。

次回 の開 催につ きま して は、 後日 ご案 内し ますの で、 よろ しく お願い し

ま す。

終 了 午後 ３時 ５０分

※ 主な 発言 の要 旨等 、審 議経過 がわ かる よう に記 載す るこ と。


